
上記項目につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書
面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しており
ません。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、
株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書
面を一律でお送りいたします。

第41回定時株主総会招集ご通知に際しての
電子提供措置事項

計算書類　個別注記表

（2023年４月１日から2024年３月31日まで）

グローバルセキュリティエキスパート株式会社



個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法

１）関連会社株式 移動平均法による原価法
２）その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② 棚卸資産

・商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切
下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定額法
（リース資産を除く）
② 無形固定資産 定額法
③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負
担すべき額を計上しております。

③ 役員賞与引当金 役員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担
すべき額を計上しております。

④ 株式給付引当金 株式給付規程に基づき、従業員の株式給付に備えるため、株式給付の見
込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。
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(4) 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）及び「収益認識に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年3月26日）を適用しており、約束した財又はサ
ービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識しております。

これらの財又はサービスは契約に基づいて提供しており、顧客との契約に含まれるサービスを識別し、こ
れを取引単位として履行義務を識別しております。取引価格は、約束したサービスの顧客への移転によって
当社が権利を得ると見込んでいる金額であります。また、顧客からの対価は、顧客にサービスが移転する時
点から概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① コンサルティング、教育事業

当社は、コンサルティング、教育事業において、サイバーセキュリティに関して顧客の組織・管理体
制・人材等の強化・向上のためのサービスを提供しており、履行義務として識別しております。

教育講座サービスのオンデマンド配信講座においては、顧客に配信講座を使用する権利を供与した時点
で履行義務が充足されると判断しており、その時点で収益を認識しております。オンデマンド配信でない
講座においては、受講した時点で顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断しており、受講時点に
て収益を認識しております。その他のサービスにおいては、一定期間にわたり履行義務が充足されると判
断し、当該期間に応じた進捗度に基づき収益を認識しております。進捗率の見積りの方法は、主として発
生原価に基づくインプット法によっております。

② セキュリティソリューション、ITソリューション事業
当社は、セキュリティソリューション、ITソリューション事業において、セキュリティ製品および運用

サービス、ITインフラ構築、SES（システムエンジニアリングサービス）等のサービスを提供しており、
履行義務として識別しております。

セキュリティ製品および運用サービスにおいては、履行義務が時の経過にわたり充足されるため、契約
期間に応じて均等按分し収益を認識しており、SES（システムエンジニアリングサービス）においては、
サービスを提供した時点で顧客が支配を獲得し履行義務が充足されると判断しており、毎月のサービス提
供実績に応じて収益を認識しております。その他のサービスにおいては、一定期間にわたり履行義務が充
足されると判断し、当該期間に応じた進捗度に基づき収益を認識しております。進捗率の見積りの方法
は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。

(５) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。
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２. 会計上の見積りに関する注記
(1) 繰延税金資産の回収可能性

① 当事業年度の計算書類に計上した金額 124,744千円
② その他の情報

繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断しておりま
す。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・プランニングに基づ
く一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性のいずれかを満たしているかどう
かにより判断しております。

収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込
年度及び繰越期間における課税所得を見積っております。課税所得は、中期事業計画を基に見積っており
ます。

当該見積りについて、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌事業年度
の計算書類において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があり
ます。

(2) 進捗度に基づく収益認識
① 当事業年度の計算書類に計上した金額 2,517,313千円
② その他の情報

当社では、コンサルティング事業のコンサルティングサービス及びセキュリティソリューション、ITソ
リューション事業の一部サービスは、一定期間にわたり履行義務が充足される取引と判断し、当該期間に
応じた進捗度に基づき収益を認識しております。

進捗度の見積りには一定の不確実性を伴うため、翌事業年度以降に係る計算書類に重要な影響を与える
可能性があります。

３. 会計上の見積りの変更に関する注記
当社は、2023年12月15日開催の取締役会で本社移転に関する決議をいたしました。これにより、本社

移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
また、賃貸借契約に伴う原状回復に係る資産除去債務についても、償却に係る合理的な期間を短縮してお

ります。
この変更により、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞ

れ7,583千円減少しております。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 49,994千円

① 短期金銭債権 231,754千円
② 短期金銭債務 18,344千円

(3) 売掛金及び契約資産の内訳
① 売掛金 1,268,787千円
② 契約資産 218,008千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高 1,413,068千円

当 事 業 年 度
期 首 の 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当 事 業 年 度
末 の 株 式 数

発 行 済 株 式

　 普 通 株 式 7,383,000 246,600 － 7,629,600

自 己 株 式

　 普 通 株 式 102,035 1,175 6,036 97,174

4. 貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

5. 損益計算書に関する注記

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1)発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）

（注）１．普通株式の発行済株式の総数の増加246,600株は、新株予約権の権利行使に伴う新株の発行によ
るものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,175株は、譲渡制限付株式の無償取得によるものでありま
す。自己株式の株式数の減少6,036株は、譲渡制限付株式報酬における自己株式の処分5,520
株、株式給付信託（J-ESOP）に基づいて信託銀行が保有していた当社株式の株式給付516株によ
りものであります。

３．普通株式の自己株式の株式数には、株式給付信託（J-ESOP）が保有する当社株式65,784株が含
まれております。
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決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 3 年 ６ 月 2 2 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 102,861 14 2023年３月31日 2023年６月23日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2024年６月24日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 199,149 26.21 2024年３月31日 2024年６月25日

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

（注）上記の配当金の総額には、株式給付信託(JｰESOP）が保有する当社株式に対する配当金928千円が含
まれております。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

（注）上記の配当金の総額には、株式給付信託(JｰESOP）が保有する当社株式に対する配当金1,724千円が
含まれております。

(３) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数

普通株式　　　33,600株
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7. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また資金調達については銀行借入

や第三者割当増資による方針であります。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。敷金及び保証金は、当社事務所の賃
貸借契約によるものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

投資有価証券及び関係会社株式は、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクおよ
び市場価格変動リスクに晒されております。

会員権は、会員権相場の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されております。
買掛金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等は、短期の支払期日であります。借入金は関係会社株

式取得に係る資金調達であり、流動性リスク及び金利の変動リスクに晒されております。ファイナンス・
リース取引に係るリース債務は設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
(ア) 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権、敷金及び保証金については、担当部署が取引先の状況をモニタリングし、財務状況の
悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。投資有価証券及び関係会社株式につい
ては、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有
状況を継続的に見直しております。会員権については、発行体の財務状況を定期的に把握し保有状
況を継続的に見直しております。

(イ) 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
各部署からの報告に基づき担当部署が適宜に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動

性の維持等により流動性リスクを管理しております。
(ウ) 市場リスク（株価及び金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券及び関係会社株式については、定期的に時価を把握しております。借入金について
は、支払金利の変動リスクを抑制するために、随時市場金利の状況を把握しております。会員権に
ついては、会員権相場を定期的に把握し保有状況を継続的に見直ししております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。
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貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額

(1) 投資有価証券及び関係会社
株式 千円 千円 千円

関係会社株式 1,928,616 1,698,234 △230,381

その他有価証券 359,040 359,040 －

(2) 敷金・保証金 (*2) 97,210 95,359 △1,851

(3)
会員権
貸倒引当金 (*3)
合計

4,100
△800
3,300 3,700 400

(4) 長期借入金 (1,747,613) (1,747,613) (－)

(5) リース債務 (3,062) (3,041) (△21)

区分 当事業年度
(2024年３月31日)

非上場株式 2,000千円
関係会社株式 118,460

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2024年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

(*1) 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(*2) 敷金・保証金の「貸借対照表計上額」及び「時価」には、敷金・保証金の回収が最終的に見込めな

いと認められる部分の金額が含まれております。
(*3) 会員権については、個別に計上している貸倒引当金を控除しております。なお、会員権については

貸借対照表において「投資その他の資産」の「その他」に含まれております。
（注）１．現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等は短期間で決済される

ため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
２．市場価格のない株式等については、上表には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額

は以下のとおりであります。
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金(*) 1,229,432 － － －
売掛金 1,268,787 － － －

合計 2,498,219 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 219,624 219,624 217,250 163,620 163,620 763,875
リース債務 1,113 1,113 835 － － －

合計 220,737 220,737 218,085 163,620 163,620 763,875

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

　株式 359,040 － － 359,040

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

(*) 現金及び預金は、株式給付信託(JｰESOP）別段預金を除いております。

４．長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

関係会社株式 1,698,234 － － 1,698,234

敷金・保証金 － 95,359 － 95,359

会員権 － 3,700 － 3,700

長期借入金 － 1,747,613 － 1,747,613

リース債務 3,041 3,041

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券及び関係会社株式

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時
価をレベル１の時価に分類しております。

敷金・保証金
これらの時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、

レベル２の時価に分類しております。
会員権

これらの時価は、相場価格等により測定しており、レベル２の時価に分類しております。
長期借入金

これらの時価は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映していることから、時価は帳簿
価額とほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によるものとしてレベル２の時価に分類しておりま
す。

リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引い

て算出する方法によっており、レベル２の時価に分類しております。
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繰延税金資産
賞与引当金 54,367千円
株式給付引当金 25,607
未払事業税 14,510
資産調整勘定 11,941
未払法定福利費 9,134
未払経費 5,887
資産除去債務 2,482
減価償却費償却超過 1,891
会員権 1,267
その他 3,803

繰延税金資産小計 130,893
評価性引当額 △4,531

繰延税金資産合計 126,361
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,616
繰延税金負債合計 △1,616
繰延税金資産の純額 124,744

関連会社に対する投資の金額 2,047,076千円
持分法を適用した場合の投資の金額 2,060,957
持分法を適用した場合の投資利益の金額 18,935

8. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

9. 持分法損益に関する注記
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種 類 会社等の名称 議 決権 等 の所 有
（ 被所 有 ）割 合 関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

そ の 他 の
関 係 会 社

兼松エレクトロ
ニクス株式会社 直接 20.25％

被所有

　
営業上の取引
役員の兼任

商品、サー
ビスの販売

（注）
1,155,100

売掛金及び
契 約 資 産 200,071

契 約 負 債 439,781

種 類 会社等の名称 議 決権 等 の所 有
（ 被所 有 ）割 合 関連当事者との関係 取引内容 取 引 金 額

（千円） 科 目 期 末 残 高
（千円）

役 員 及 び
そ の 近 親
者 が 議 決
権 の 過 半
数 を 所 有
し て い る
会 社 等

株 式 会 社　　　
ト ラ イ コ ー ダ －

セキュリティ教
育事業のアドバ
イザリー業務等
役員の兼任

セキュリテ
ィ教育講座
のライセン
ス料の支払
（注）１

24,209 買 掛 金 6,579

(1) １株当たりの純資産額 323円09銭
(2) １株当たりの当期純利益 104円84銭

10. 関連当事者との取引に関する注記
１．親会社及び法人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）取引金額その他取引条件は、当社と関係を有しない会社との取引と同様に、取引条件等を総合的に勘

案し、交渉の上決定しております。

２．役員及び個人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．取引金額その他取引条件は、当社と関係を有しない会社との取引と同様に、取引条件等を総合的

に勘案し、交渉の上決定しております。
２．当社の取締役の上野宣氏が議決権の100％を保有しています。

11. １株当たり情報に関する注記
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12 重要な後発事象に関する注記
（会社分割（新設分割））

当社は、2024年２月13日開催の取締役会において、当社のサイバーセキュリティ人材に特化したＳＥＳ
（システムエンジニアリングサービス）事業を会社分割（新設分割）し、新設する「CyberSTAR（サイバ
スター）株式会社」に承継することを決議し、2024年４月１日付で設立いたしました。

１．会社分割の目的
日本国内におけるセキュリティ人材不足が叫ばれるようになって久しい状況のなか、セキュリティ人材

に特化した人材ビジネス企業として存在感を高めることで、事業成長を加速させ、ひいては当社グループ
での業容拡大を目指すことを目的としております。

２．会社分割（新設分割）の概要
(１) 分割日程
新設分割計画承認取締役会決議日 　2024年２月13日
分割日（効力発生日）　　　　　　 2024年４月１日
(注) 本分割は、会社法第 805 条に規定する簡易分割であるため、株主総会の承認を得ることなく行い

ます。
(２) 会社分割の方式
当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする簡易新設分割です。
(３) 会社分割に係る割当ての内容
新設会社は、本新設分割に際して普通株式 1,000株を発行し、その全てを当社へ割当交付いたしま

す。
(４) 会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社が発行済の新株予約権について、本分割による取扱いの変更はありません。また、当社は新株予約

権付社債を発行していません
(５) 会社分割により増減する資本金
本分割による当社の資本金の増減はありません。
(６) 新設会社が承継する権利義務
新設会社は、本承継事業に係る資産、債務及び契約上の地位並びにこれらに付随する権利義務のうち新

設分割計画において定めるものを承継いたします。
(７) 債務履行の見込み
本分割後において、新設会社が負担すべき債務について、その履行の見込みに問題はないものと判断し

ています。
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項目 分割会社

（2024年３月31日現在）

新設会社

（2024年４月１日現在）

(1)名称 グローバルセキュリティエキスパート

株式会社

CyberSTAR株式会社

(2)事業内容 サイバーセキュリティコンサルティング/脆弱

性診断サービスの提供

サイバーセキュリティ教育/訓練サービスの提

供

サイバーセキュリティ製品/サービスの販売

ITインフラ構築・システム開発等のITソリュ

ーションの提供

セキュリティ人材特化型のシステムエンジニ

アリングサービス

(3)設立年月 1984年８月１日 2024年４月１日

(4)本店所在地 東京都港区海岸一丁目15番１号 東京都港区海岸一丁目15番１号

(5)代表者の氏名 代表取締役社長　青柳　史郎 代表取締役社長　鈴木　勝人

(6)資本金 544,999千円 50,000千円

(7)発行済株式数 7,629,600株 1,000株

(8)決算期 ３月 ３月

(9)大株主及び持株

比率

株式会社ビジネスブレイン太田昭和39.52％

兼松エレクトロニクス株式会社　 20.24％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）　　　　　　　　  　　5.21％

株式会社日本カストディ銀行

（信託口）　　　　　　　　　　　2.99％

当社　         100％

３.分割当事者の概要

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しています。
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純資産 2,433,625千円
総資産 6,536,708千円
売上高 7,002,941千円
営業利益 1,113,024千円
経常利益 1,104,319千円
当期純利益 783,428千円

売上高 1,176,986千円

資産 負債
項目 帳簿価額（千円） 項目 帳簿価額（千円）
流動資産 132,938千円 流動負債 68,693千円
固定資産 38,152千円 固定負債 －千円
合計 171,090千円 合計 68,693千円

４.分割会社の直前事業年度の財政状態及び経営成績

５.分割する事業の内容
(１) 分割する部門の事業内容
セキュリティ人材特化型のシステムエンジニアリングサービス関連事業
(２) 分割する事業の経営成績（2024 年３月期）

(３) 分割する資産、負債の項目及び金額（2024年４月１日現在）

６.会社分割後の状況
本分割後の当社の名称、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期のいずれも変更はありませ

ん。

７．実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成31年1月16日) 及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成31年1月16日)に基づ
き、共通支配下の取引等としての会計処理を予定しております。

８．今後の見通し
本件による当社の業績及び財務状況に与える影響は軽微です。また、上記子会社の設立により、当社は 

2025年３月期より連結財務諸表作成会社となります。
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事業ドメイン サービス部門 売上高

コンサルティング

コンサルティングサービス 837,279

脆弱性診断サービス 777,660

計 1,614,940

教育

セキュリティ訓練 505,050

教育講座 703,368

計 1,208,418

セキュリティソリューション 2,298,521

ＩＴソリューション 1,881,061

顧客との契約から生じる収益 7,002,941

その他の収益 －

外部顧客への売上高 7,002,941

11. 収益認識に関する注記
(1) 収益の分解情報

（単位：千円）

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記　(４) 収益及

び費用の計上基準」に記載のとおりです。
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当事業年度
顧客との契約から生じた債権（売掛金期首残高） 1,005,908千円
顧客との契約から生じた債権（売掛金期末残高） 1,268,787
契約資産（期首残高） 204,966
契約資産（期末残高） 218,008
契約負債（期首残高） 1,259,269
契約負債（期末残高） 1,230,446

(3) 当事業年度および翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産および契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであ
ります。

契約資産は、主にコンサルティングやセキュリティ訓練サービス等に関する顧客との契約について、期
末日時点で履行義務を充足しているものの未請求のサービスに係る対価に対する当社の権利に関するもの
であります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権
に振り替えられます。

契約負債は、主にセキュリティソリューション事業に含まれるセキュリティ製品および運用サービス等
について、顧客との契約に基づき当社が義務の履行を予定して支払いを受けた金額のうち、期末時点にお
いて履行義務を充足していない残高であります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。当事業
年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は881,964千円でありま
す。

② 残存履行義務に配分した取引価格
未充足の履行義務は、当事業年度末において1,230,446千円であります。当該履行義務は、主にセキュ

リティ製品および運用サービスの提供に関するものであり、期末日後１年以内に約85％、残り約15％が
期末日後１年超で収益として認識されると見込んでおります。

なお、主にコンサルティングやセキュリティ訓練サービス等については、当初に予想される契約期間が
概ね１年以内となるため、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、注
記の対象に含めておりません。
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